
                          

令和２年度石川県立看護大学大学院博士前期課程 

入学者の募集についての御案内 
 

１ 募集人員 

研究科名 専攻名 専門領域 募集人員 

看護学研究科 看護学専攻 

健康看護学 

実践看護学 
１０人 

助産看護学  ５人 

   

  専門領域、研究教育分野及び専門看護師教育課程 

専 門 領 域 研 究 教 育 分 野 専門看護師教育課程（※1） 

健康看護学 看護デザイン 

地域・精神・保健学 

看護管理学（※2） 

－ 

地域看護 

－ 

実践看護学 女性看護学 

子どもと家族の看護学 

成人看護学 

老年看護学 

在宅看護学 

－ 

小児看護 

がん看護 

老人看護 

－ 

助産看護学 助産看護学（※3） － 

   ※1の課程は、修了により実務経験等に応じて専門看護師の認定審査を受けることができます。 

※2の分野は、修了により実務経験等に応じて認定看護管理者の認定審査を受けることができます。 

  ※3の分野は、所定の単位を修得することにより、修了後に助産師国家試験受験資格を取得できます。 

 

２ 出願資格 

    次のいずれかに該当する者とします。 

  （１）学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第８３条に規定する大学を卒業した者及び令和２年３月卒業

見込の者 

  （２）学校教育法第１０４条第４項の規定により学士の学位を授与された者及び令和２年３月３１日まで

に授与される見込みの者 

  （３）外国において、学校教育における１６年の課程を修了した者及び令和２年３月３１日までに修了見

込みの者 

  （４）外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校

教育における１６年の課程を修了した者及び令和２年３月３１日までに修了見込みの者 

  （５）我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における１６年の課程を修了

したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者及び令和２年３月３１日ま

でに修了見込みの者 

（６）外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は

関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に

指定するものに限る。）において、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって（５）の指定を受けたものにおいて課

程を修了することを含む。）により、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和２年３月３１

日までに授与される見込みの者 

（７）修士の学位又は専門職学位を有する者及び令和２年３月３１日までに取得見込みの者 

 



（８）外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者及び令和２年３月３１日ま

でに授与される見込みの者 

  （９）専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たす

ものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び令

和２年３月３１日までに修了見込みの者 

  （１０）文部科学大臣の指定した者（昭和２８年２月７日文部省告示第５号）及び令和２年３月３１日まで

にこれに該当する見込みの者 

（１１）本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認

めた者で、令和２年３月３１日までに２４歳に達する者 

 

(注１)   助産看護学領域助産看護学分野を志願できる者は、上記出願資格のいずれかに該当し、看護師免

許または、看護師国家試験受験資格を有する（取得見込を含む）女子とする。 

(注２)   出願資格の（１１）による出願を希望する場合は、令和元年８月１日（木）から令和元年８月８日

（木）（必着）までに学生募集要項に添付されている申請書等を本学教務学生課へ「書留郵便」で郵

送又は「直接持参」してください。 

(注３) 個別の入学資格審査基準 

短期大学、高等専門学校及び専修学校の卒業者など大学を卒業していない者で、次の全ての項目に該 

        当するもの 

    ア 看護師、保健師又は助産師のいずれかの資格を有している者 

    イ 上記アの資格で、令和２年３月３１日現在、通算３年以上の実務経験がある者又は見込まれる者 

    ウ 業績（筆頭者での「学術雑誌等への掲載」若しくは「学会発表等の経験」）を有する者 

 

３ 社会人の就学に関する特別措置 

 （１）教育方法の特例 

       大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）第１４条では、夜間その他の特定の時間又は時期に

おいて授業や研究指導を行うことができる道が開かれており、本学大学院では、社会人の就学のため、

在職のまま在学することを認めています。 

  

（２）長期履修制度 

       大学院設置基準第１５条は、職業を有している等の事情により標準修業年限での履修が困難な者に

対して、標準修業年限を越えて一定の期間にわたり計画的に履修を認める制度で、本学大学院では、平

成２２年度から導入しています。 

 

(注１) これらの特別措置を希望する者は、志望する研究教育分野の教員に相談してください。 

(注２) 助産看護学領域助産看護学分野については、これらの特別措置を受けることができません。   

 

４ 出願手続 

（１）出願期間 

      令和元年８月３０日（金）～令和元年９月６日（金）（必着） 

 

（２）出願方法 

     出願資格の（１）から（９）の入学志願者及び出願資格（１０）の入学資格を認定された入学志願者は、

次により出願してください。 

    ア 出願者は、出願書類を本学教務学生課へ「書留郵便」で郵送又は「直接持参」してください。 

    イ 本学に入学を志願する者で、障害を有する等、受験上特別な措置及び修学上特別な配慮を必要とす

る者は、令和元年８月８日（木）までにあらかじめ本学教務学生課まで連絡し、相談してください。 

 

５ 専門領域・研究教育分野別連絡先教員名 

   出願を希望する者は、志望する研究教育分野の教員と研究したいテーマについてあらかじめ相談してお



いてください。 

    

教員に連絡を取る場合は、本学教務学生課に連絡してください。  

連絡先 電話番号 076-281-8302   ｅメール nyushi＠ishikawa-nu.ac.jp 

専門領域 研究教育分野 教 員 名 

健康看護学 看護デザイン 中田弘子、小林宏光 

地域・精神・保健学 塚田久恵 

看護管理学 丸岡直子、武山雅志 

実践看護学 女性看護学 濵耕子 

子どもと家族の看護学 西村真実子 

成人看護学 牧野智恵、村井嘉子、紺家千津子、多久和典子、

今井美和 

老年看護学 川島和代、長谷川昇 

在宅看護学 林一美 

助産看護学 助産看護学 亀田幸枝 

教員の研究内容については、石川県立看護大学のホームページ（http://www.ishikawa-nu.ac.jp/）を 

御覧ください。 

 

６ 選抜方法 

（１）入学者選抜方法 

入学者の選抜は、学力試験、面接及び出願書類の内容を総合して行います。 

 

（２）試験期日 

令和元年９月２８日（土） 

 

（３）試験会場 

かほく市学園台１丁目１番地 石川県立看護大学 

 

（４）試験科目 

    ア 英語（辞書１冊持込み可。ただし、電子辞書類持込み不可） 

    イ 専門科目（志望する研究教育分野に関係のある１科目を受験すること。） 

専門領域 研究教育分野 専 門 科 目 

健康看護学 看護デザイン 基礎看護学 

地域・精神・保健学 地域看護学 

看護管理学 看護管理学 

実践看護学 女性看護学 母性看護学 

子どもと家族の看護学 小児看護学 

成人看護学 成人看護学 

老年看護学 老年看護学 

在宅看護学 在宅看護学 

助産看護学 助産看護学 母性看護学 

  ウ 面接 

 

７ 合格発表期日 

    令和元年１０月１０日（木） 

 

８ 入学手続期間 

    令和元年１０月１１日（金）～令和元年１０月１８日（金）（必着） 

 



 

９ 入学検定料・入学料・授業料等 

（１）入学検定料・入学料・授業料 

区 分 金   額 備      考 

入 学 検 定 料 30,000円 
 

入 学 料 

石川県内者 282,000円 
平成３１年４月 1 日から引き続き石川

県内に住民票上の住所を有する者 

そ の 他 423,000円 上記以外の者 

授 業 料 年額535,800円 
前期と後期の年２回、半額（267,900円）  

ごとの納付 

（注１）上記は、令和元年度の金額であり、入学年度及び在学期間中において、変更されることがあ

ります。 

（注２）入学料区分「石川県内者」の確認のため、入学手続時に住民票を提出していただきます。 

 

（２）その他の経費 

        学生教育研究災害傷害保険料、テキスト購入費、実習経費（実費）などが別途必要となります。 

 

１０ 学生募集要項の配布 

本学の入学者の選抜については、その詳細を学生募集要項により必ず確認してください。 

学生募集要項は、７月から配布する予定です。 

学生募集要項の請求は、下記のいずれかの請求方法で行ってください。 

 

 
 

 

１） 大学のホームページから請求する場合 

大学のホームページからテレメールを利用して大学院案内及び募集要項等の資料が請求できます。 

詳しくは、石川県立看護大学ホームページ（http://www.ishikawa－nu.ac.jp/）をご覧ください。 

 

２） インターネット（パソコン・スマホ・ケータイ）又は自動音声応答電話で請求する場合 

（１）下のいずれかの方法でテレメールにアクセスしてください。 
 

インターネット 

（パソコン・スマホ・ケータイ） 
http://telemail.jp バーコードからアクセスした場合は

資料請求番号の入力は不要。 

 

自動音声応答電話 

ＩＰ電話 050-8601-0101 （２４時間受付） 

※ 一般電話回線からの通話料金は日本全国どこからでも３分毎に約１２円です。 

※ 住所氏名等の登録時はゆっくり・はっきりとお話しください。登録された音声が不鮮明な場合は資料をお届けできないこ

とがあります。 

      
（２）資料請求番号（983217）をプッシュ又は入力してください。 

（３）ガイダンスに従ってお届け先を登録してください。 

 

１）・２）の請求方法についてのお問い合わせは 

テレメールカスタマーセンター IP電話 050-8601-0102（受付時間 9：30～18：00）まで 



（１）～（３）に関する注意事項 

・ テレメールのパスワードをお持ちの方はお届け先の登録は不要です。 

・ 請求から２～３日後に資料が届きます。ただし、受付時間や地域、配達事情によっては４日以上か

かる場合もあります。５日以上経っても届かない場合はテレメールカスタマーセンターまでお問い合

わせください。なお、発送開始日以前の請求分は発送開始日に一斉に発送されます。 

・ 料金はお届けする資料に同封の支払い方法に従ってお支払いください。なお、支払い手数料が別途

必要になります（ケータイ払い、クレジットカード払いは５０円。コンビニ支払いは８６円。ゆうち

ょ銀行・郵便局のＡＴＭ扱いは８０円、窓口扱いは１３０円。複数資料の料金をまとめて支払うこと

もできます）。 

 

３） 大学へ請求する場合 

発送開始日以降、教務学生課窓口において交付します。 

 

 

問い合わせ先 

石川県立看護大学事務局教務学生課 

〒929-1210 石川県かほく市学園台１丁目１番地 

電話番号 076-281-8302ファックス 076-281-8309 

e－mail nyushi@ishikawa-nu.ac.jp 

 


